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令和５年度 議会活動計画実施状況 

 

活動計画の取組内容  実施状況 

１ 開かれた議会運営の実現 
（１）広聴広報会議 

広聴広報会議を月１回程度開催し、以下に掲げる取
組を盛り込んだ広聴広報計画を策定して進捗管理を行

うとともに、広聴広報の取組がより効果的なものとな
るよう協議・調整します。 
この協議・調整の際には、県民意識調査（令和４年実

施）の結果を踏まえ、若年層を意識しつつ、より多くの
県民に関心を持ってもらうことや、県民が議員と意見
交換できる機会を増やすこと等を重要な視点の一つと
します。 

１ 開かれた議会運営の実現 

（１）広聴広報会議 

「広聴広報会議の主な役割が刊行物の発行や諸事業の調整となっていたのでは

ないか」等の第２期議会活動計画の評価・提言等（以下、「第２期評価等」と表記）

における有識者意見や、前期議会で実施した県民意識アンケートの結果などを踏ま

えながら、広聴広報会議委員間で改めて現状や問題意識等を共有し、１年を通じて、

今後の三重県議会の広聴広報会議の取組について議論を深めました。 

（会議開催回数１４回） 

また、前年度に策定された令和５年度広聴広報計画に基づく刊行物の発行や諸事

業の実施については、若者をはじめとする県民から直接伺った意見等を参考に、こ

れまでになかった発想も取り入れながら企画立案・調整を行いました。 

令和６年１月には、取組の成果を踏まえて令和６年度の広聴広報計画を策定しま

した。 

ア みえ県議会出前講座 

地方自治に対する親近感の醸成と将来の住民自治を

担う県民としての意識の涵養に寄与することを目的と

して、児童、生徒、学生に対して、広聴広報会議委員が

三重県議会の仕組み等を学校に出向いて説明し、質疑

応答を行う「みえ県議会出前講座」を実施します。 

また、募集時には、主権者教育につながる取組である

ことをＰＲするとともに、オンライン開催など利便性

の向上を図るなどし、より多くの学校から申し込みが

行われるよう努めます。 

ア みえ県議会出前講座 

出前講座の募集に当たっては、主権者教育につながることを小・中・高等学校及び

高等専門学校や大学に向けてＰＲし、学校での説明に当たっては広聴広報会議委員２

名が、受講する児童生徒の年代に合わせた資料を用いて説明を行いました。 

４校から申し込みがあり、合計 223人の児童生徒に対して実施しました。 

実施後のアンケートでは、「とてもよかった・よくわかった」「よかった・わかった」

が９１％ありました。 
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活動計画の取組内容  実施状況 

イ みえ現場 de県議会 
県民の多様な意見を取り入れる広聴機能を強化し、

議会での議論に生かしていくため、県政の重要課題等
をテーマに設定して、関係団体や県民に広く参加を呼
び掛ける「みえ現場 de県議会」を開催します。 
また、県民の多様な意見を議会での議論に生かすた

めの、より効果的な手法について検討します。 

イ みえ現場 de県議会 
「若者が議会や政治をどのように捉えているか」や「若者の人口流出が課題とな

っている中で、三重県が若者に選ばれ続けるためにはどのような施策が必要か」を
把握し、議会での議論に生かしていくため、参加対象者を「若者」として２回開催
しました。 
開催にあたっては、第２期評価等や過去の参加者アンケート結果を踏まえ、 
① 第１回では参加募集枠を増やすとともに、グループ別意見交換として参加者
一人ひとりの発言機会を確保しました。 

  また、公募参加者に加えてテーマに沿った地域貢献活動に取り組む地元大学
の教員や学生、社会人に参加いただき、議論の一層の充実を図りました。 

② 第２回では他県への進学・就職の選択肢が多い中でも人口の社会増加率が県
内最高である、川越町及びその周辺地域にお住いの幅広い属性の方々から意見
が伺えるよう、参加者選定を行いました。 

ウ みえ高校生県議会 
高校生の議会に対する関心を高めるとともに、高校

生の意見を議会での議論に反映していくため、「みえ高
校生県議会」を開催します。 
開催後、高校生の意見に関連する委員会等に情報を

提供し、調査・審査に活用します。 
また、募集時には主権者教育につながる取組である

ことをＰＲするとともに、より効果的な手法について
検討します。 

ウ みえ高校生県議会 
隔年開催であることから、令和６年度の開催に向けた企画立案・調整を行いまし

た。第２期評価等や過去の参加者意見等を踏まえて協議した結果、内容の充実に向
けて、 
① １校あたりの持ち時間を１０分間から１５分間に増やすこと 
② 高校生の意見を委員会に情報共有すること 
③ 募集に際しては、主権者教育につながることを関係者にＰＲすること 

などとし、令和６年３月１日から参加校の募集を開始しました。 
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活動計画の取組内容  実施状況 

エ 各種媒体による情報発信 

議会活動の情報を広く県民に提供するため、次の媒

体を利用した情報発信を行うとともに、より効果的な

ものになるよう検討します。 

・みえ県議会だより  ・みえ県議会新聞 

・三重県議会ホームページ 

・三重県議会 Facebookページ 

・テレビ広報 

 

エ 各種媒体による情報発信 

第２期評価等における有識者意見や「みえ現場 de 県議会」で直接伺った意見に

加え、様々な機会を通じて入手した他議会の取組等も参考にして、これまでになか

った発想も取り入れながら、従来接してもらっていない層の方々への訴求力の向上

等をめざして情報発信を行いました。主な改善点は次のとおりです。 

① みえ県議会だよりにおいて、より見やすく、より分かりやすい紙面となるよ

う、一部の記事を横書きにすること、写真の活用などに取り組みました。また、

代表質問・一般質問の記事のレイアウト変更について一定の方向性を出し、次

期の広聴広報会議に引き継ぐこととしました。 

② みえ県議会新聞において、県議会に関心を持ってもらえるよう、やわらかい

色合いやイラストを使用するとともに、特に若者を意識した記事内容となるよ

う工夫しました。 

    ・「議長の１日」や「議員の１日」、「議会の１年」に着目した記事を、イラス

トを交えて作成しました。 

  ・全面カラーにしたうえで全議員の紹介コーナーを作成し、議員の人柄に迫

る質問をＱ＆Ａ形式で掲載しました。 

 

 ＜参考：情報発信の実績＞ 

・みえ県議会だより ７回発行 

・みえ県議会新聞 ２回発行 

・三重県議会ホームページ トップページアクセス数 約 75,908件 

・三重県議会 Facebookページ 投稿数：106件 

・テレビ広報 代表質問・一般質問・予算決算常任委員会総括質疑（生中継） 

         県議会ハイライト（議会活動紹介番組） 
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活動計画の取組内容  実施状況 

（２）会議の公開 
引き続き、次の会議等を原則として公開します。 
・本会議 ・常任委員会 ・特別委員会  
・議会運営委員会 ・代表者会議  
・全員協議会 ・議案聴取会 ・委員長会議 

・広聴広報会議 ・各派世話人会 
・災害対策会議 ・条例に基づく検討会等 
・政治倫理審査会 ・議会改革推進会議 
・議員勉強会 

（２）会議の公開 
・ 住民にわかりやすく、参加しやすい開かれた議会運営の実現に資するよう、左に
掲げた会議等を公開しました。（規定に基づき非公開としている人事案件に関する
代表者会議及び開催がなかった災害対策会議と政治倫理審査会を除く） 
＜特別委員会、検討会等の詳細＞  

   食料自給総合対策調査特別委員会、子どもに関する政策討論会議、 
   再生可能エネルギーに関する検討会 
・ このほか、議場内のスクリーンや音響設備の改修、電子採決システムの導入など、
本会議についてより傍聴に適した環境づくりに資する取組も行いました。 

（３）議長定例記者会見 
月１回程度開催してきた議長定例記者会見を継続

し、議会に係る様々な取組を、より積極的に情報発信を

行います。 
また、インターネットによる生中継・録画配信や会議

録の公表を継続します。 

（３）議長定例記者会見 
県政記者クラブ・第二県政記者クラブの協力を得て、令和５年６月から毎月１回

開催し、各定例月会議を振り返っての所感や議会が開催する諸事業の実施に関して

発表しました。 
特に、各定例月会議を振り返っての所感では、第２期評価等における有識者意見

等を踏まえ、議会として取り組んだ政策決定、監視、評価等の成果等にわかりやす
く言及しました。 
また、インターネットによる生中継・録画配信や会議録の公表を行いました。 

（４）参考人制度の活用 
県政の重要な案件又は県民の利害に関わる重要な案

件の調査・審査に当たっては、専門的知識を有する者の

ほか利害関係者や県民の意見を反映させるため、オン
ライン招致も含め、参考人制度を活用します。 
加えて、平成２２年度以降開催していない公聴会に

ついても活用を検討します。 

（４）参考人制度の活用 
常任委員会及び特別委員会において積極的に参考人招致を行うとともに、令和４

年度に改正した委員会条例に基づき、三重県議会として初めて、オンラインを活用

した参考人招致を行い、調査・審査の充実を図りました。 
＜計８回・１１人＞ 
・政策企画雇用経済観光常任委員会 ２人 

・教育警察常任委員会 ２人（うちオンライン２人） 
・食料自給総合対策調査特別委員会 ７人（うちオンライン２人） 
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活動計画の取組内容  実施状況 

（５）請願への対応 
受理した請願については、主として所管の委員会に

おいて、誠実かつ慎重に審査を行います。 
また、採択した請願については、必要に応じて、知事

等に対しその処理の経過及び結果の報告を求めるほ

か、国等に対し意見書を提出するなど、議会として、願
意の実現に向けた取組を行います。 
加えて、改正地方自治法に基づくオンラインによる

請願への対応を検討していきます。 

（５）請願への対応 
１８件の請願を受理し、所管の委員会において誠実かつ慎重に審査を行い、１４

件を採択、４件を不採択としました。 
採択した１４件の請願のうち、「伊賀市阿波地区における産業廃棄物最終処分場

の開発計画に対する慎重な審査を求めることについて」など５件については知事に

対しその処理の経過及び結果の報告を求めるとともに、「自動車関係諸税などの見
直しに関する意見書の提出を求めることについて」など１０件については国に対し
意見書を提出し、議会として願意の実現に向けた取組を行いました。 
オンラインによる請願については、地方自治法改正後の国等の動向、具体的には

オンライン化の具体的方法等を定める自治法施行規則の改正省令や全国都道府県
議会議長会のガイドライン等の策定状況などの情報を事務局に収集させました。 
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活動計画の取組内容  実施状況 

２ 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

（１）委員会審議の活性化 

議事機関としての議会の機能を十分に発揮するため、

各委員会において、議員間討議の一層の充実に努めま

す。また、効率的かつ効果的な委員会の運営を図るため、

委員長会議の開催をはじめとした委員会間の情報共有・

調整を行うとともに、必要に応じて連合審査会を活用し

ます。 

２ 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

（１）委員会審議の活性化  

委員会審議の一層の活性化に向け、各行政部門別常任委員会や予算決算常任委員

会、令和５年度に設置した食料自給総合対策調査特別委員会では、第２期評価等を

踏まえ、委員会活動の振り返りなどを含め委員間討議の充実に取り組みました。 

また、委員長会議での年間活動計画の共有に加え、次の意見交換や調整を行いま

した。 

① 食料自給総合対策調査特別委員会の知事に対する提言について、その後の執

行部の取組状況等は関係する常任委員会が報告を受けることや、今後、当該常

任委員会で具体的な報告方法を協議することを確認 

② 当初予算要求状況の詳細調査に係る分科会での分担について、「特定の個別

事業については、当該事業が属する施策の主担当部局を所管する分科会で調査

すべきであるが、これを担当する部局を所管する分科会での議論も制限しな

い」ことなどを確認 

③ ３月２２日上程の農林水産業に関する意見書案について、環境生活農林水産

常任委員長と食料自給総合対策調査特別委員長の協議により、「短期的、早急

に対応することは常任委員会、より長期的な問題は特別委員会」とすることを

確認 

こうした取組の結果、委員会活動評価総括表の評価項目である「委員会審議の活

性化」に係る各委員の平均点は、いずれの委員会も５点満点で 3.9を超える（最高

は 4.8）という結果になりました。 
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活動計画の取組内容  実施状況 

（２）年間活動計画の策定 

①年間活動計画 

各委員会では、効率的かつ効果的な委員会の運営

を図るため、１年間の活動スケジュール、重点調査項

目、県内外調査等の予定について定める年間活動計

画を策定します。 

②重点調査項目 

各行政部門別常任委員会及び特別委員会では、県

政で課題となっている項目など、年間を通じて特に

調査を行っていく必要がある事項を「重点調査項目」

として年間活動計画で定めます。 

③県内外調査 

「重点調査項目」を中心として、所管事項について

調査するための県内外調査の予定を年間活動計画で

定めます。 

（２）年間活動計画の策定 

各行政部門別常任委員会や予算決算常任委員会、令和５年度に設置した食料自給

総合対策調査特別委員会では、効率的かつ効果的に委員会活動を展開するため、年

度当初に重点調査項目や県内外調査の予定を含む年間活動計画を策定しました。 

また、１０月には上半期の活動を振り返り（特別委員会を除く）、良かった点や

改善すべき点等をとりまとめて下半期の活動に生かすとともに、年度末には１年間

の活動を振り返り自己評価を行いました。これらについては委員長会議で報告し、

気づきを共有しました。 

こういった取組の結果、年度末の委員会活動の振り返りにおいては、評価項目で

ある「年間活動計画」等に係る各委員の評価平均点は、次のとおりの結果となりま

した。 

① 年間活動計画 

  全ての委員会において５点満点で 4.1を超える（最高点は 4.7） 

② 重点調査項目（重点調査項目を設定した委員会に限る） 

  全ての委員会において５点満点で 4.4を超える（最高点は 4.8） 

③ 県内外調査（県内外調査を行った委員会に限る） 

全ての委員会において５点満点で 4.5を超える（最高点は 4.8） 

  このほか、委員会条例について、家族の育児や介護等のやむを得ない場合もオン

ラインを活用して委員会に参加できるように改正し、また、初めてオンラインによ

り委員が参加した常任委員会を開催しました。 
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活動計画の取組内容  実施状況 

（３）当初予算に係る調査・審査 

当初予算については、毎年度、当初予算については、

毎年度、議長を除く全議員参加型の予算決算常任委員

会を中心に調査・審査を行います。 

なお、令和７年９月に知事選挙が見込まれること及

び令和８年度が「みえ元気プラン」の計画期間の最終年

度であることから、令和８年度当初予算及び令和９年

度当初予算の調査・審査を十分に行えるよう、総合計画

及び中期戦略計画の策定スケジュールが議会の政策サ

イクルを踏まえているか等について監視します。 

①予算決算常任委員会 

当初予算について、予算編成が始まる前や予算要

求の段階から予算調製方針、予算要求状況などの調

査・審査を行います。 

②分科会の取組 

予算決算常任委員会に６つの分科会を設置し、当

初予算の詳細な調査・審査を行います。 

（３）当初予算に係る調査・審査 

予算決算常任委員会では、令和６年度当初予算関係の調査として、６月定例月会

議における「令和５年版県政レポート(案)」に係る調査に始まり、決算審査（１０

～１１月）、「当初予算編成に向けての基本的な考え方」（１０月）や「当初予算要求

状況」（１２月）等に関する調査など、慎重に審議を行いました。 

特に１２月の総括的質疑では、「子供に関する施策の充実」や「熊野古道世界遺

産登録２０周年に向けた取組」等について活発な議論を行って当初予算への反映を

要望するとともに、３月の総括質疑においては、「能登半島地震の教訓も踏まえた

防災・減災対策」や「観光施策」、「建築資材高騰対策」等に関する活発な議論を行

って事業執行に反映するよう求めました。 

また、２月定例月会議の分科会で特に議論のあったものは、「女性が活躍できる

職場環境づくりのための取組の一層の推進」や「自然体験活動の促進と自然保育の

推進にあたっての部局間連携」、「令和７年度当初予算における公共施設等総合管理

推進基金への積立金の計上検討」などでした。 

なお、当初予算に関しては、「子どもに関する政策討論会議」が１２月に、令和６

年度に対応すべきことを知事に申し入れた「不登校状態にある子どもたちに対する

支援の充実」等についてもその意図するところが反映されているか確認するととも

に、令和６年度当初予算と一体となる２月補正予算についても当初予算同様に慎重

な調査を行いました。 

 

  



9 

 

 

活動計画の取組内容  実施状況 

（４）総合計画に係る調査・審査 
令和４年度に議決した「強じんな美し国ビジョンみえ」

及び「みえ元気プラン」に係る調査・審査を行い、知事へ
の申入れを行います。 
なお、令和７年９月に知事選挙が見込まれること及び令

和８年度が「みえ元気プラン」の計画期間の最終年度であ
ることから、総合計画及び中期戦略計画の策定スケジュー
ルが議会の政策サイクルを踏まえたものであるか等につ
いて監視します。 
①「みえ元気プラン」の評価等 

「みえ元気プラン」及び「三重県行政展開方針」に基
づく県の取組について、毎年度の「県政レポート」の作
成にあわせて、各行政部門別常任委員会や予算決算常任
委員会において詳細な調査を行うとともに、知事に対し
て申し入れを行います。 
また、毎年度の「三重県行政展開方針」について、申

入れ等の反映状況などを調査します。 
②次期総合計画及び時期中期戦略計画の策定への関与 

総合計画及び中期戦略計画は議会の議決対象である
ことから、令和７年度に両計画の策定が開始される場合
や令和８年度に次期「みえ元気プラン」が策定される場
合等には、策定当初から最終的な議決に至るまで一貫し
て関与することにより、議会の団体意思決定機能や政策
形成機能、監視機能を効果的に発揮します。 
具体的には、全員協議会、各行政部門別常任委員会等

において詳細な審査を行うとともに、知事に対する申し
入れを行います。 

（４）総合計画に係る調査・審査 
６月定例月会議において、「令和５年版県政レポート（案）」について、各行政部

門別常任委員会が所管する施策及び行政運営の取組の調査を行い、さらに予算決算
常任委員会が各常任委員会の意見を参考に予算決算の観点から慎重に調査を行い
ました。 
その後、８月には予算決算常任委員会及び各常任委員会が「実効性ある人口減少

対策の推進」や「持続可能で健全な財政運営の確保」をはじめとする意見を今後の
県政運営等に反映するよう、知事に対して申し入れました。 
また、これらに対する執行部の考え方や取組等については、各常任委員会で調査

し、令和６年度の三重県行政展開方針や当初予算など今後の県政運営にどのように
反映していくべきか議論を深めました。 
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活動計画の取組内容  実施状況 

（５）個別の行政計画に係る調査・審査 

個別の行政計画については、改定時期を見据え、基本

的には所管の常任委員会で調査・審査を行います。 

議会の議決対象となっている計画については、所管

の常任委員会での調査・審査だけでなく、本会議におけ

る議案質疑を行うなど、より詳細な調査・審査等を行

い、議決に至るまで一貫して議会が関与します。 

（５）個別の行政計画に係る調査・審査 

議決対象計画をはじめ個別の行政計画について、あらかじめ策定・改訂されるも

のを明らかにさせることで計画的に審議できるようスケジュールを立て、議論を活

性化しました。 

特に、議会が決定した「みえ元気プラン」等で注力するものと位置付けた観光に

関しては、年度末に次期三重県観光振興基本計画の議案提出が予定されていること

も踏まえ、議員勉強会のテーマを観光とすることで議員間の認識などの共有等を図

りました。 

＜議決対象計画＞ 

「三重県観光振興基本計画」、「三重県人権施策基本方針の変更」、 

「第３次三重の健康づくり基本計画」、「花とみどりの三重づくり基本計画」 

「第３次みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」 

３ 独自の政策立案と政策提言の強化 

（１）政策に係る議員提出条例の制定及び検証 
二元代表制の一翼を担う議会として、県政の各分野

に関し政策の理念や具体的な施策の実現を図るため、

政策に係る議員提出条例の制定に向けた取組を進める

とともに、政策に係る議員提出条例の検証を行います。 

３ 独自の政策立案と政策提言の強化 

（１）政策に係る議員提出条例の制定及び検証 

・ 改選直後の５月には、各派世話人会において、三重県子ども条例の制定後１０年

以上が経過し、この間に子どもの置かれている状況の厳しさが増していることや、

国の子ども施策の変化等を踏まえ、「新『三重県子ども条例』策定調査特別委員会」

の設置について協議しました。この結果、執行部の動きなどを勘案し、条例改正の

前段階として、議会基本条例に基づく政策討論会議を設置することを決定し、同討

論会議において、様々な観点から検討を進めました。 

この「子どもに関する政策討論会議」の成果として、年度末には、現行の子ども

の権利を守るための地域社会づくりを目的とした条例の考え方を見直し、子どもの

権利の保障を軸とし、あらゆる子ども施策の推進において踏まえるべき理念を示す

条例に改正する必要があること等を知事に対して提言しました。 

  また、議員提出条例である「障がいの有無にかかわらずだれもが暮らしやすい三
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重県づくり条例」に関して、法改正により、一部主体の努力規定を義務規定に変更

する必要が生じたため、執行部から改正案提出の申し入れがあり、代表者会議での

協議の結果、執行部から条例改正案を提出することとしました。 

  所管の常任委員会では、当該条例が全面施行されてから４年８カ月が経過するこ

と等から、条例の関係規定に基づき行われた検証の結果も踏まえ、条例の一部改正

案について、議論を行いました。 

・ 令和５年度には新たな議員提出条例の制定は行いませんでしたが、上記の活動を

通じて、二元代表制の一翼を担う議会として、政策の理念や具体的な施策の実現を

図るために取り組みました。 

（２）議員発議に係る意見書の提出 

住民の多様な意見の実現を図るため、国等に対し意見

書を提出するなど、議会独自の政策提言を行います。 

（２）議員発議に係る意見書の提出 

委員会提出の意見書１２件（うち１０件は請願に基づく意見書、２件は環境生活

農林水産常任委員会及び食料自給総合対策調査特別委員会における調査や討議に

基づく意見書）のほか、議員発議に係る意見書１２件を国に対し提出しました。 
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活動計画の取組内容 実施状況 

（３）特別委員会等の設置 
県政の重要課題で、特に調査・検討を行うべき事項に

ついては、特別委員会や附属機関、調査機関、政策討論
会議、検討会等を設置し、詳細な調査・審査を行うこと
により議会独自の政策立案や政策提言を積極的に行い
ます。 

（３）特別委員会等の設置 
・ 令和５年度は、次のとおり県政の重要課題に関して、１つの特別委員会と、８年
ぶりとなる政策討論会議を含む、議会基本条例に基づく２つの検討会等を設置して
調査・審査を進め、知事に対する提言や国への意見書の提出を行いました。 

 
食料自給総合対策調査特別委員会  
・ 輸入の不安定化の影響による我が国の食料供給に対する不安の表面化や、本件に
おける農林水産業従事者の減少・高齢化の進行といった内外の情勢変化の中にあっ
て、農林水産業の振興・発展なくしては国の発展も本県の発展もないとの思いで食
料自給率の向上に向けた取組を使命に、食を取り巻く様々な観点からの総合的な対
策を調査し着実に推進させることを急務と捉え、この特別委員会を設置しました。 

・ この特別委員会では、「食料の安定供給と食料自給力の向上」や「地産地消の取
組」など 5項目を重点調査項目と位置づけ、執行部からの聴取調査、参考人招致、
県内外調査、委員間討議を行い、年度末には、次のとおり、知事に対して提言を行
いました。 
（ア）「主食用米の生産拡大につながるよう消費拡大を図っていくとともに、海外

市場にも積極的に進出し、輸出を拡大していくこと」など「食料の安定供給と
食料自給力の向上」に関する１４の事項 

（イ）「地産地消の推進に向けては、小売店等での販売に加え、学校給食など様々
な場面で取組が進むよう働きかけるとともに、ＪＡ等の主体と連携して取り組
むこと」など「地産地消の取組・地場産品の充実・食育の推進」に関する８つ
の事項 

（ウ）「大規模な担い手農業者はもとより小規模・家族農業の経営安定に加え、半
農半Ｘ等の新たな人材の確保に向けた、就農促進に関する施策を強力に推進す
ること」など「農林水産業の後継者・担い手の確保」に関する６つの事項 

・ また、この特別委員会では、「食料の安定供給及び食料自給力の向上の対応強化を
求める意見書」をとりまとめました。 

  なお、知事への提言と国への意見書の 2つをとりまとめた特別委員会は、この特
別委員会が初めてとなります。 

 
子どもに関する政策討論会議  
・ 子どもを取り巻く社会環境の近年の大きな変化を背景に様々な困難を抱える子ど
もが増加していることや、こども基本法の制定をはじめとする国の動き等を踏ま
え、令和６年度は、本県においても、三重県子ども条例の改正等に向けた動きが本
格化するなど、子ども施策を更なるステージへ進める上で大変重要な年になるとの
認識のもと、子どもに関する喫緊の政策課題について子どもに寄り添った政策の提
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言等を行うため、設置しました。 
・ この政策討論会議では、三重県子ども条例の改正に向けた検討のほか、新型コロ
ナウイルス感染症による子どもへの影響や子どもの貧困への対応を中心に、執行部
や有識者からの聴取調査、県内調査、委員間討議等を行い、年度末には、知事に対
し、子ども条例の考え方の見直しとともに、次の提言を行いました。 

   〇「全ての子どもが健やかで安全・安心に成長できる」など今後子ども政策を
進める上で必要な３つの視点と、今後注力して取り組むべき２３の事項 

・ また、この政策討論会議では、子どもに関する課題の中でも新型コロナウイルス
感染症による子どもたちへの影響及び子どもの貧困への対応は特に喫緊の課題で
あり、その影響を最小限にとどめるための措置を直ちに講じるべきであるとの認識
のもと、１２月には、「不登校状態にある子どもたちに対する支援の充実」など３項
目を令和６年度当初予算に盛り込むよう知事に対して申し入れました。 

 
再生可能エネルギーに関する検討会  
・ 国及び県においては今後も再生可能エネルギーの導入を推進することとしている
が、一方でその導入については環境破壊につながり持続可能性を損なうおそれがあ
ることが指摘されていることを背景として、再生可能エネルギーの導入に関して、
調査及び検討を行うことを目的として設置しました。有識者からの聴取調査、県外
調査、委員間討議等の調査・検討を行った結果、再生可能エネルギーの導入を推進
するにあたっては、地域住民等の十分な理解を得る必要があり、そのためには、環
境面・防災面等において配慮され、地域との共生が図られた再生可能エネルギーの
導入を事業者に強く求めていく必要があるとの認識のもと、年度末には、次のとお
り知事に対して提言を行いました。 
① 地域住民等との合意形成を図りつつ、適地における導入が進むよう促すための

「法定外税等による適地誘導等」など「地域との共生」に関する２つの事項 
② 再生可能エネルギーの中でも特に導入量に占める割合が高く、県内に広く設置

されている太陽光発電について立地場所に応じた対策を求めていくため、「条
例による設置規制区域の導入及び適正な維持管理の義務化」など「太陽光発電」
に関する５つの事項 

③ 「導入が進んでいる陸上風力発電に関して地域住民等との十分な合意形成を前
提として適正な導入を推進していくこと」に加え、今後、県内又は本県沖合海域
への導入が想定される洋上風力発電に係る「漁業者等の先行利用者との協調」な
ど「風力発電」に関する７つの事項 
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活動計画の取組内容  実施状況 

（４）議員勉強会の開催 

議会での政策議論の充実・深化につなげていくため、

県政を取り巻く諸課題の中から特に知識の取得を図る

必要があるテーマを選定し、全議員を対象とする勉強会

を開催します。 

（４）議員勉強会の開催 

・ 令和５年度の議員勉強会については、観光をテーマとして２回開催し、議員間に

おける共通認識の醸成とさらなる理解向上につなげました。 

これは、議会が決定した「みえ元気プラン」において「７つの挑戦」の１つに「三

重の魅力を生かした観光振興」を位置付けていることや、年度末には、次期三重県

観光振興基本計画の議案提出が予定されていること等を踏まえたものです。 

・ 勉強会の時期・内容に関しては、議会における次期三重県観光振興基本計画の調

査スケジュール等を勘案して、次のとおりとしました。 

第１回（令和５年１０月４日）  

 地域の観光振興にかかわる調査や計画づくりのコンサルテーションに多く関

わってきた有識者から、地域の魅力を生かした観光振興に必要な視点等を聴取 

第２回（令和５年１２月２１日）  

 県内のリゾート施設の経営者を経て国内外の多くのホテルの経営を担う方か

ら、三重県を質の高い観光地とするために必要な方策等を聴取 

・ なお、勉強会の開催にあたって、県内市町議会等に案内を行ったところ、県内市

町議会からの参加がありました。 

（５）議会図書室の活用 

議員は、政策立案及び政策提言等を一層充実するため、

議会図書室を積極的に活用し、調査研究に努めます。 

（５）議会図書室の活用 

議員の利用状況は以下のとおりでした。 

・閲覧数：延べ 249人  ・貸出件数：215件 
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活動計画の取組内容 実施状況 

４ 分権時代を切り開く交流・連携の推進 

（１）全国都道府県議会議長会 

議長は、各都道府県議会の議長とともに、地方自治の

発展に向けた協議を行うほか、全国的な課題等に関し、

地方議会の意思を国等の施策に反映させるための要望

活動を実施するなど、他の都道府県議会との交流及び

連携を行います。 

 

 

４ 分権時代を切り開く交流・連携の推進 

（１）全国都道府県議会議長会 

・ 議長が副会長に就任し、他の役員とともに「全国都道府県議会議長会創立 100周

年宣言－真の地方自治の実現と更なる都道府県議会の活性化を目指して－」や、全

国的な課題の解決に向けた各種決議のとりまとめに尽力するとともに、本県にとっ

ての重要課題である「防災・減災、国土強靱化の推進」等に係る国への要請活動な

どに関係都道府県議会議長とともに参画し、これらの実現に向けた働きかけを行い

ました。 

・ また、100 周年宣言を踏まえ、会長に対して、女性や若者など多様な人材の議会

参画を促進するための取組の加速化を進言した結果、同会に「多様な人材が輝く議

会のための懇談会」が設置されました。この懇談会には副議長が委員として参画し、

本県議会の取組を紹介するなどし、提言のとりまとめに尽力しました。 

なお、この懇談会等の動きについては、三重県町村議会議長会会長であり、全

国町村議会議長会副会長でもある川越町議会議長との意見交換でもとりあげ、今

後の連携等について協議しました。 

・ さらに、能登半島地震に関し、直ちに全国都道府県議会議長会として国に対する

支援要請を行うよう、会長に進言し、その実現に向けた調整を行うとともに、要請

活動に参画しました。 
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（２）東海北陸７県議会議長会議・ 

近畿２府８県議会議長会議 

近隣府県の議会の議長及び副議長で構成される各議

長会議において、議会改革等に関する先進的な取組の

共有や情報交換を行うほか、共通する課題等に関し、国

等に対する要望活動を実施するなど、近隣府県議会と

の交流及び連携を行います。 

（２）東海北陸７県議会議長会議・近畿２府８県議会議長会議 

・ 次のとおり、ブロック別議長会において、共通する課題について協議し、国に対

して要望を行うとともに、地方議会の活性化等に関する意見交換を行いました。 

 

東海北陸７県議会議長会議（令和５年５月３０日）  

  「電気料金の高騰に対する支援の拡充等について」をはじめ、本県議会提出項目

を含む８項目について協議し、いずれも国に対して要望を行うことで合意しまし

た。 

  なお、本県議会からは、「地方議会におけるオンラインによる本会議への出席を

可能とする法改正を求めることについて」を協議議題として提出しました。 

  また、「地方議会の役割、議員の職務の明確化等を内容とする地方自治法の改正

及び少子化対策等」について、全国都道府県議会議長会事務総長も交え、意見交換

を行いました。 

近畿２府８県議会議長会議（令和５年８月７日）  

「不登校児童生徒に対して多様な学習機会を確保するための経済的支援制度の

確立について」をはじめ、本県議会提出項目を含む１５項目について協議し、いず

れも国に対して要望を行うことで合意しました。 

  なお、本県議会からは、「生涯を通じた国民皆歯科検診の実現を求めることにつ

いて」を協議議題として提出しました。 

  また、「全国都道府県議会議長会創立 100 周年宣言等を踏まえた地方議会の活性

化に係る取組」について、全国都道府県議会議長会事務局総務部長も交え、意見交

換を行いました。 
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（３）紀伊半島三県議会交流会議 

紀伊半島の振興及び発展のため、三重県、奈良県及び

和歌山県の各県議会の議長、副議長並びに関係議員が、

紀伊半島三県に共通する課題等について意見交換等を

行います。 

（３）紀伊半島三県議会交流会議 

・ 紀伊半島の振興及び発展のため、「紀伊半島における観光振興」と「林業従事者の

育成・確保を図る取組」に関して意見交換を行いました（令和５年８月８日）。 

  意見交換においては、本県議会の委員会年間活動計画や重点調査項目の設定等も

紹介しつつ、各県議会における議論の状況の報告を行い、今後、関連施策の調査・

審議などを行うにあたり、議会が果たす役割について認識を共有しました。 

・ 意見交換の結果、次のとおり合意し、その後、国への要望活動を行いました。 

① 熊野古道世界遺産登録 20 周年等の好機を生かしたイベントの開催や情報発信

など、三県の連携による新たなファン・リピーター獲得のための機運醸成や、

周遊観光・長期滞在の推進が着実に進むよう議会として取り組むとともに、観

光業界への支援及び紀伊半島の観光振興に重要な半島振興法の期限の延長に

ついて国に要望する。 

② 林業従事者の育成・確保がしっかりと進むよう、三県議会としてもより一層連

携を強化し、情報共有を図っていくとともに、国に対し、森林環境譲与税の譲

与基準の見直しを要望する。 

③ 観光振興及び林業振興を図っていくためにはインフラ整備が重要であり、近畿

自動車道紀勢線をはじめとする紀伊半島アンカールートの整備や県をまたぐ

広域林道の整備等について、国に要望する。 

 


